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おお
知知
らら
せせ

海
技
免
状
更
新
講
習

■
講
習
日
／

３
月
12
日
貍

午
後
零
時
30
分
受
付

午
後
１
時
30
分
開
始

■
場
所
／

大
島
文
化
セ
ン
タ
ー

■
該
当
者
／

①
有
効
期
限
記
載
の
海
技
免
状

は
、
期
限
の
１
年
前
か
ら
更
新
期

間
に
入
り
ま
す
。

②
海
技
士
の
方
で
旧
様
式
の
海
技

免
状
を
お
持
ち
の
方
は
、
予
約
時

に
有
効
期
間
起
算
日
を
確
認
し
ま

す
。

③
小
型
船
舶
操
縦
士
の
免
状
で
、

失
効
さ
れ
て
い
る
方
も
同
時
に
失

効
再
講
習
を
行
い
ま
す
。

※
海
技
士
（
航
海
・
機
関
・
通
信
）

の
失
効
再
交
付
講
習
は
行
い
ま
せ

ん
。

※
海
技
士
（
航
海
・
機
関
・
通
信
）

を
受
講
希
望
の
方
は
、
５
日
前
ま

で
に
必
ず
予
約
を
お
願
い
し
ま

す
。
予
約
の
な
い
方
は
受
付
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
小
型
船
舶
操
縦
士
の
み
を
受
講

さ
れ
る
方
は
予
約
は
い
り
ま
せ

ん
。

■
持
参
品
／
海
技
免
状
、
ボ
ー
ル

ペ
ン
、
本
籍
記
載
の
住
民
票
１
通
、

写
真
（
45
×
35
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
２

枚
）

※
更
新
手
続
き
中
に
乗
船
予
定
の

あ
る
方
は
、
免
状
の
コ
ピ
ー
が
必

要
で
す
。

※
海
技
士
の
方
は
住
民
票
不
要
、

写
真
は
従
来
ど
お
り
３
×
３
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
で
す
。

※
紛
失
・
失
効
の
方
は
印
鑑
が
必

要
で
す
。

■
料
金
／

小
型
７
４
０
０
円

（
小
型
失
効
１
万
６
２
５
０
円
）

大
型
８
２
７
０
円

※
送
料
５
０
０
円
別
途
必
要

■
問
い
合
わ
せ
／

譖
中
国
船
舶
職
員
養
成
協
会

（
中
国
海
技
学
院
）

蕁
０
８
２
（
２
５
５
）
８
７
０
５

大
島
田
舎
美
術
館
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

大
島
田
舎
美
術
館
で
は
、
町
民

の
芸
術
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め

に
生
涯
学
習
作
品
を
は
じ
め
と
す

る
美
術
作
品
等
の
展
示
を
行
っ
て

い
ま
す
。

○
出
展
作
品
等
を
募
集
し
ま
す

大
島
田
舎
美
術
館
で
は
、
各
作

品
展
へ
の
作
品
出
展
を
は
じ
め
各

団
体
展
や
個
展
（
二
人
展
・
三
人

展
も
可
）
の
受
け
付
け
を
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
多
数
の
お
申
し
込

み
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

○
生
涯
学
習
作
品
展
開
催
中

・
２
月
５
日
〜
３
月
27
日
ま
で
の

毎
週
土
・
日
曜
日

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

■
問
い
合
わ
せ
／
周
防
大
島
町
教

育
委
員
会
大
島
教
育
支
所

蕁
０
８
２
０
（
７
４
）
５
３
０
０
　

Ｆ
Ａ
Ｘ
　

０
８
２
０
（
７
４
）
３
９
９
９

Ｅ
メ
ー
ル

oshim
akyoi@

tow
n.suo-

oshim
a.lg.jp

や
ま
ぐ
ち
森
林
づ
く
り
県
民

税
に
つ
い
て

山
口
県
で
は
、
荒
廃
が
深
刻
化

し
て
い
る
森
林
を
、
適
性
に
維

持
・
管
理
し
、
県
民
共
有
の
財
産

と
し
て
次
世
代
に
引
き
継
い
で
い

く
た
め
、
森
林
の
整
備
を
目
的
と

し
た
独
自
の
政
策
税
制
で
あ
る

「
や
ま
ぐ
ち
森
林
づ
く
り
県
民
税
」

の
平
成
17
年
度
か
ら
の
導
入
を
検

討
し
て
い
ま
す
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
な
ど
を
通
じ
、
県
民
の

皆
様
か
ら
頂
い
た
ご
意
見
を
踏
ま

え
、
よ
り
よ
い
税
制
案
を
作
り
上

げ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

○
具
体
的
な
課
税
の
仕
組
み

現
行
の
県
民
税
均
等
割
額
（
個

人
・
法
人
）
に
一
定
額
を
上
乗
せ

す
る
方
式
で
す
。

①
納
め
る
人

個
人
　
県
内
に
住
所
が
あ
る
人
、

県
内
に
事
務
所
、
事
業
所
ま
た
は

家
屋
敷
を
持
っ
て
い
る
人

法
人
　
県
内
に
事
務
所
、
事
業
所

を
持
っ
て
い
る
法
人
等

②
納
め
る
額
（
上
乗
せ
額
）

個
人
　
５
０
０
円
（
年
額
）

法
人
　
資
本
等
の
区
分
（
５
区
分
）

に
よ
り
１
０
０
０
円
〜
４
万
円

（
年
額
）

③
納
め
る
方
法

・
個
人
は
県
民
税
均
等
割
に
上
乗

せ
し
て
、
市
町
村
に
払
い
込
み
ま

す
。

・
法
人
は
県
民
税
の
申
告
納
付
の

際
、
均
等
割
に
上
乗
せ
し
て
納
め

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

・
税
の
使
途
に
関
す
る
こ
と

山
口
県
農
林
部
林
政
課

蕁
０
８
３
（
９
３
３
）
３
４
６
４

・
税
の
仕
組
み
に
関
す
る
こ
と

山
口
県
総
務
部
税
務
課

蕁
０
８
３
（
９
３
３
）
２
２
７
５

公
用
車
を
売
却
し
ま
す

周
防
大
島
町
で
は
厳
し
い
財
政

状
況
を
考
慮
し
、
経
費
節
減
策
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
合
併
に
よ
り
不

要
と
な
っ
た
町
長
車
を
売
り
払
い

ま
す
。

買
い
受
け
希
望
の
方
は
入
札
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
車
種
お
よ
び
仕
様
等
／

■
入
札
の
方
法
／

○
一
般
競
争
入
札
（
競
り
売
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。）

○
次
の
方
は
入
札
に
参
加
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
未
成
年
者

・
被
成
年
後
見
人

・
被
保
佐
人

・
被
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

・
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
22

年
政
令
第
16
号
）
第
１
６
７
条

の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
者

○
入
札
予
定
日
　
　
３
月
10
日
貅

○
詳
し
い
手
続
き
を
記
載
し
た
入

札
説
明
書
を
交
付
し
ま
す
の
で
、

以
下
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先
／

役
場
総
務
部
総
合
政
策
課

蕁
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
５

Ｅ
メ
ー
ル

seisaku@
tow
n.suo-oshim

a.lg.jp
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